
国民年金事務費交付金等の概要について 

Ｐ1  はじめに 

  

 

   

この資料は、国民年金事務費交付金等の事務を新任される者を主な対象とし

た、交付金事務の基本的な部分の説明資料としている。 

 

  

Ｐ２  目次 

 

 
 

説明は、国民年金事務費交付金等の概要について、「国民年金事務費交付金等

の対象となる事務」、「年度における国民年金事務費交付金等スケジュール」、「概

算交付と精算交付の考え方」、「交付決定額の決め方」、「交付決定の考え方」、「算

定額の算定方法」の、６つのテーマに分けて、説明を行う。  



Ｐ３ １. 国民年金事務費交付金等の対象となる事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一つ目のテーマとして、国民年金事務費交付金等の対象となる事務は、大きく

分けると、法律により、国に費用負担が定められている、(ア)法定受託事務と、 

 国民年金事務費交付金等交付要綱という通知により国に費用負担が定められ

ている(イ)協力・連携事務の２つがある。 

 次のページから、それぞれの事務の内容について、説明する。 

 

  



Ｐ４ （ア） 法定受託事務について 

 

 

 

法定受託事務は、法律と政令によって、市町村が行う事務であり、国民年金法 

第８６条及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２０条

により、国がその費用を負担することが定められている。 

このことから、全ての市町村が交付対象となる。 

 さらに、法定受託事務の中にも、表のとおり、①「基礎年金」、②「福祉年金」、

③「特別障害給付金」に関する事務、の３つがある。 

 市町村国民年金担当職員が日常行っている業務のほとんどは、①の基礎年金

の事務であり、法定受託事務のメインの業務となっている。 

 ・国民年金被保険者に係る資格取得、喪失等の届出の受理  

 ・申請免除や学生納付特例、納付猶予申請の受理  

 ・基礎年金等の各種裁定請求書 （老齢基礎、障害基礎、遺族基礎、旧法   

  等）の受理等が主なもの。  

  

  



Ｐ５ 福祉年金と特別障害給付金の制度概要 

 

 

４ページ②の「福祉年金」について 

 福祉年金は、昭和３６年国民年金制度の発足当時に既に高齢等であったこと

を理由に国民年金を受け取ることができない方々に対し、支給されている。 

 対象者が限られており、現在は皆年金（基礎年金）へ強制加入することになる

ことから、受給者については年々減少している。 

  

４ページ③の「特別障害給付金」について 

 平成３年３月以前の２０歳以上の学生や、昭和６１年３月以前に配偶者の任

意加入期間中において、国民年金に加入せずに障害者となり、障害基礎年金の受

給権を有していない者を対象に支給されている。 

 特別障害給付金は、平成１７年４月１日から導入された給付制度であり、国民

年金への加入が任意であったため加入していなかった人が、重い障害となった

場合でも、その障害による障害基礎年金は受けられないため、これらの者を対象

に支給することを目的とした給付制度である。 

 現在は、２０歳以上の学生は、基礎年金の強制加入であり、第２号被保険者に

扶養されている配偶者については、第３号被保険者となることから、その受給者

数は年々減少している。 

  



Ｐ６ 法定受託事務の主な内容 

 

 

   

 法定受託事務は、国民年金法施行令第１条の２に、「市町村が処理する事務」

として規定されている。 

 法定受託事務の内容について、主な事務の事業の内容と、根拠条文等を一覧に

している。 

 

注意事項として、市町村が行う「事実を審査する」とは、市町村の保有する公

簿（戸籍、住民票、市町村民税課税台帳等）により、住所・氏名・生年月日及び

所得の状況等を確認することをいう。 

また、国民年金法第１０９条の４第１項に基づき、厚生労働大臣の権限に係る

事務は、日本年金機構に委任されているため、厚生労働大臣への報告の箇所は、

日本年金機構に報告することなる。 

 

  



Ｐ７ （イ） 協力・連携事務について 

 

 

 

 協力・連携事務は法定受託事務とは異なり、国民年金事務に係る協力・連携を

行った市町村が対象となる。現在は、全ての市町村に協力をいただいている。 

 具体的な事務内容は、主なものとして、表の事務内容のところに記載している。 

 ・口座振替の促進、申出書の受理 

 ・市報等広報誌への年金制度記事の掲載 

 ・日本年金機構への各種情報提供（電話番号の情報提供など） 

 ・生活保護受給者（法定免除該当者）にかかる情報提供 

 ・障害者手帳交付者への障害年金請求手続きの周知・案内 など 

  

 協力・連携の内容は、通常、年度当初に事務連絡で通知を行い、毎年度、協力・

連携の中身が少しずつ変わっている。 

 協力・連携事務は、国民年金事務を実施している「日本年金機構と協力・連携

しながら年金事業の運営改善を図っていく」という趣旨であり、協力・連携事務

の実施の際には、計画の段階から、所管の年金事務所とは綿密な協議が必要とな

る。 

 そのうえで、毎年５月に「協力・連携計画書」を提出していただくことになる。 

 

 



Ｐ８～Ｐ９ ２. 年度における国民年金事務費交付金等スケジュール 

 

 

 

 

二つ目のテーマとして、国民年金事務費交付金等のスケジュールを説明する。 

 スケジュール表の黄色塗りに係る事務が市町村における国民年金事務費交付

金等の主要な事務となる。 



（ア）の「協力・連携計画書の作成」に始まり、（イ）の「概算交付申請」、（ウ） 

の「支出見込額報告書等の提出」、「精算交付申請」、翌年度に（エ）の「決算書

類の提出」となる。 

 それぞれの事務について、補足すると、 

（ア）の「協力・連携計画書の作成」は、当年度に行う協力・連携事務の内容

と業務量の計画を所定の計画書に沿って提出するものであり、毎年４月から５

月にかけて作業してもらうものである。 

 （イ）の概算交付申請は、第１四半期、６月上旬～中旬にかけて、前年度の交

付実績等に基づいた概算交付申請を行ってもらうものである。この申請に基づ

き第１、第２、第３四半期に分けて交付金が概算で交付される。 

 （ウ）の支出見込額報告書は、第３四半期後半から第４四半期にかけて行って

いただく業務となる。 

 その後、精算交付申請を行ってもらい、年間交付額からすでに、概算交付され

た額を差し引いた金額が精算交付される。 

 （エ）の決算書の提出は、前年度交付金のまとめとして行う、決算関係事務と

なる。  

 四国厚生支局ではこの決算書類の提出を受けて、前年度の国民年金等事務費

の執行状況や、決算額の審査を行っている。 

 また、書面審査後、１０月～１１月にかけて、各県、３市町村程度を対象に決

算実地審査を行い、証拠書類等を確認させていただく。 

 

  



Ｐ１０ ３. 概算交付と精算交付の考え方 

 

 
 

 三つ目のテーマとして、概算交付と精算交付の考え方について説明する。 

 概算交付とは、前年度の交付額などの一定割合を「概算額」として、あらかじ

め、３回に分けて交付するものである。 

 人件費については前年度人件費交付額（実績額）の７割を、物件費については

前年度の特別事情分を除く物件費交付額（実績額）の３割を概算交付する。  

 なお、人件費は法定受託事務のうち、「基礎年金事務」と「福祉年金事務」の

人件費を合わせたものであり、物件費も同じく「基礎年金事務」と「福祉年金事

務」の物件費を合わせたものとしている。 

 また、協力・連携事務にかかる費用については、提出のあった協力・連携計画

書の計画額の４割（令和６年度の率）を概算交付する。 

 なお、概算交付率については、毎年度決められるため、多少変更される場合が

ある。 

 下段の方にある精算交付は、年度末に決定される年間交付額から、すでに支払

われている「概算交付額」を差し引いた残額を交付する。 

 表にあるように、第１、第２、第３四半期に支払われた概算交付額と、年間交

付決定額を比べ、その差額が精算交付される。  

  



Ｐ１１ ４. 交付決定額の決め方 

 

 

 

 四つ目のテーマとして、交付決定額の決め方の概要について説明する。 

交付金の対象となる事務は、①～③の法定受託事務と、④の協力・連携に係る

事務の２つがあり、順に説明する。 

まず、①～③の法定受託事務については、単価に被保険者数などを乗じて算定

された「算定額」と、実際に事務を行う上で現に要した額である「現要額」とを

比較し、いずれか低い方の額が、交付決定額となる。 

 ④の協力・連携事務に係る交付決定額については、「国民年金事務費交付金協

力・連携算定基礎表」により算定された額が「算定額」になり、この「算定額」

と支出見込額報告書の「現要額」を比較して、いずれか低い方の額が交付決定額

となる。 

交付額の決定に当たり、８ページのスケジュールの（ウ）支出見込額報告書に

係る事務を行ってもらっている。 

現要額は、市町村から提出される支出見込額報告書で、協力・連携に係る算定

額は、市町村から提出される「国民年金事務費交付金協力・連携算定基礎表」に

より決定される。 

 

 



Ｐ１２ ５．交付決定の考え方（算定額と現要額の比較） 

 

 
 

五つ目のテーマとして、交付決定の考え方について、さきほどの概要を図示し

たものを用いて説明する。 

算定額と現要額との比較は、法定受託事務で３つ、協力・連携事務で１つ、計

４つの比較を行う。 

 法定受託事務における現要額との比較は、基礎年金事務、福祉年金事務、特別

障害給付金事務の事務による区分ではなく、 

① 基礎年金と福祉年金を合わせた人件費、 

② 基礎年金と福祉年金を合わせた物件費、 

③ 特別障害給付金事務 

の３つで行う。  

①は「基礎年金等事務」と「福祉年金事務」の人件費に係る、交付決定額となる。 

 法令で定められた算定額と現要額の低い方で決定となるため、資料で示した

例であれば、①の人件費の場合には、算定額が交付決定額となる。 

②は「基礎年金等事務」と「福祉年金事務」の物件費に係る交付決定額となる。 

 法令で定められた算定額と現要額の低い方で決定となるため、この場合は、現

要額が、交付決定額となる。 

③は「特別障害給付金事務」に係る交付決定額。 

 法令により定められた算定額と、現要額を比較し、いずれか低い方の額となる

ため、算定額が交付決定額となる。 



④は「協力・連携事務」に係る、交付決定額。 

 協力・連携算定基礎表による算定額と、現に要した費用・現要額を比較し、い

ずれか低い方の金額となるため、図の例であれば、算定額が交付決定額となる。 

 これらの考え方により算出された、①から④の合計が全体の交付決定額とな

る。 

なお、この、①から④までの比較で決定された年間交付額から、資料の１０ペ

ージで説明した概算交付額を差し引いた金額が、年度末に精算交付されること

になる。 

  

  



Ｐ１３ ６－１. 算定額の算定方法 「① 人件費」 

 

 

 

 

六つ目のテーマの「算定額の算定方法」について、簡単に説明する。 

 資料、１３ページは、人件費の算定額の算定方法を示したものである。 

 

基礎年金等事務費の人件費の算定額は、適用、給付、免除のそれぞれの算定基

礎額（省令で定める基本額に補正係数（地域差の係数＋寒冷度の係数＋１）を乗

じたもの）に、各市町村の第 1号被保険者数・受給権者数・免除者数を乗じて算

出することとしている。 

 

福祉年金事務費の人件費の算定額は、老齢福祉年金の受給権者一人当たりの

人件費（補正後）と各市町村の受給権者数を乗じたものになる。 

 

この「基礎年金等事務費の人件費の算定額」と「福祉年金事務費の人件費の算

定額」の２つを足したものが、人件費における算定額となる。 

 

 



Ｐ１４ 「人件費」（具体例）  

 

 

 

１４ページは、１３ページで示した人件費の算定額のうち、基礎年金等事務

費の算定額の計算方法について、具体例にてお示ししているので、参考とされ

たい。 

 

  

  

  



Ｐ１５ ６－２. 算定額の算定方法 「② 物件費」 

 

 

  

資料１５ページは、物件費の算定額の算定方法を示したものである。 

基礎年金等事務費の物件費の算定額は、適用、給付、免除のそれぞれの算定

基礎額（省令で定める基本額に補正係数（地域差の係数＋１）を乗じたもの）

に、各市町村の第 1号被保険者数・受給権者数・免除者数を乗じて算出するこ

ととしている。 

 

 

 福祉年金事務費の物件費の算定額は、老齢福祉年金の受給権者一人当たりの

物件費（補正後）と各市町村の受給権者数を乗じたものになる。 

 

 この「基礎年金等事務費の物件費の算定額」と「福祉年金事務費の物件費の

算定額」の２つを足したものが、物件費における算定額となる。 

 

 

 



Ｐ１６ 「物件費」（具体例）  

 

 

 

 １６ページは、１５ページで示した物件費の算定額のうち、基礎年金等事務

費の算定額の計算方法について、具体例にてお示ししているので、参考とされ

たい。 

   



Ｐ１７ ６－３. 算定額の算定方法 

 

 

 

 ③の特別障害給付金事務は、人件費、物件費の区分はなく、特定障害者１人

当たりの単価が政令で定められ、その単価（補正後）に、受給権者数を乗じた

ものが算定額となる。 

 

 ④の、協力・連携事務の算定額は、年明けに提出してもらう「協力・連携算

定基礎表」により、協力・連携の実績を計上し、そこから集計された金額が算

定額となる。 

 協力した件数等によって金額が変わるため、協力すればするほど、その分、

算定額は、高く算出されることになる。 

  

 

  



Ｐ１８ 別表関係 

 

 

     

 

別表関係として、算定額を計算する際の地域差の係数、寒冷度の係数を載せ

ているので、必要に応じて参考とされたい。 

 

  



Ｐ１９ ７. 四国厚生支局 年金管理課からのお願い 

 

 

 

① 国民年金関係書類受付処理簿について 

 国民年金市町村事務処理基準において、国民年金関係書類受付処理簿を備

えることが明記されている。 

 受付処理簿を作成していない市町村は、必ず作成すること。 

 協力・連携算定基礎表の作成のために、市町村窓口において資格取得届を

受理した際に保険料の納付督励を行った件数を把握しておく必要がある。 

② 市町村との協力・連携計画書及び算定基礎表の作成について 

ア 「市町村において行われる業務や年金制度の周知に関する相談」について 

 当該欄のなかで相談件数（来訪相談、電話相談、文書相談、被保険者名簿

の交付の件数）を記入することになるが、件数の根拠となる資料の作成を

お願いする（協力・連携算定基礎表の参考資料として提出をお願いするこ

とがある。）。 

イ 「広報記事の広報誌への掲載」欄に計上する場合の、広報記事の按分方法

について 

 計上する際の按分については、目視ではなく、掲載段数・掲載行数・面積

比等により正確に按分すること。 

また、広告収入を適切に控除すること。 

    



Ｐ２０ ７. 四国厚生支局 年金管理課からのお願い（つづき） 

 

 
 

③ 通知等について 

厚生労働省年金局の通知等は、交付金に係る通知等を除き、調査・照会

（一斉調査）システムへの掲載をもって発信することとされたので、ご注意

されたい。 

なお、交付金に係る通知等は引き続きご登録いただいているメールアドレ

スに送信するので、担当者やメールアドレスに変更があった場合には、担当

者登録票（毎年、年度末に送付）にて随時提出されたい。 

 

④ 報告される際の入念な確認のお願いについて 

市町村からの各種報告については、例年、数値誤り等による差替えが非常

に多くなっている。 

そのため、当支局へ報告する前には報告内容の入念な確認をお願いする。 

  また、報告期限についても、できるだけ作業期間を長く設定しているの

で、必ず期限までの提出をお願いする。 

 

 以上、国民年金事務費交付金等の概要説明とする。 

 実際に業務をする際に、不明なことも多くあるかと思われる。 

 決算事務については、具体的な記載方法等について、今後別途情報提供して

いくが、不明な点が生じた場合は遠慮なく相談されたい。 


